
次期高松市総合計画

市民満足度調査の手法等検討業務委託提案公募選定基準

評価基準 配点

【業務遂行の方針】

・具体的で効果的な提案であるか。

・本市の方針を十分に理解しているか。

・仕様書で定めた業務内容を全て網羅した適切な提案であるか。

【現行調査の課題検証と新たな調査手法等の提案】

・本業務を担うに足る専門的知見・技術を保有しているか。

・課題検証の考え方と手法が具体的で分かりやすく記載されているか。

・本業務の趣旨を踏まえた新たな提案、今後の方針を提示しているか。

・事業効果を高めるための工夫・提案がされているか。

【調査項目の設計支援】

・本業務を担うに足る専門的知見・技術を保有しているか。

・調査項目の設計の考え方が具体的で分かりやすく記載されているか。

・本業務の趣旨を踏まえた新たな提案、今後の方針を提示しているか。

・事業効果を高めるための工夫・提案がされているか。

【調査結果の分析方法の提案と集計表の電子データ等の提供】

・本業務を担うに足る専門的知見・技術を保有しているか。

・分析方法の考え方と手法が具体的で分かりやすく記載されているか。

・本業務の趣旨を踏まえた新たな提案、今後の方針を提示しているか。

・事業効果を高めるための工夫・提案がされているか。

【スケジュール】

・業務執行過程が明確にスケジュール化されており、提案内容との整合性が図られ

ているか。

【体制】

・事業を円滑に進められるような体制であるか。

・不測の事態やトラブルへの対応方法が確立されているか。

・委託者と綿密な意思疎通が図れる体制か。

・業務担当者は業務に有効な知識や経験等を有しているか。

【実績】

・過去に同様の委託事業を実施するなど、事績が本業務の受託者として十分であ

るか。

５点を満点とし、次のように算出する。

　・ 点数＝１００×（１ー提案価格／提案上限額）※上限は５点

　・ 点数の算出に当たっては、小数点第１位以下を切り捨てする。

5
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○上記の項目を選定員５人が審査し、１人当たり１００点満点で採点します。

　・ 総合点が最も高い事業者が２者以上ある場合は、「提案内容点」が高い事業者を、提案評価第１位事業者として選定します。

　・ 「提案内容点」も同点の場合は、選定員で協議し、提案評価第１位事業者を選定します。

【 評価基準 】

○評価項目１～９は、０～５点までの６段階で評価します。

　 (１) 非常に優れた提案である場合には、「５点」とします。

　 (２) 優れた提案である場合には、「４点」とします。

　 (３) 標準的な提案である場合には、「３点」とします。

　 (４) やや物足りない提案である場合には、「２点」とします。

　 (５) 特に物足りない提案である場合には、「１点」とします。

　 (６) 評価内容を満たしていない場合や劣悪な提案である場合には、「０点」とします。

○各項目には「加重」を設けることとし、各項目の得点を次のように算出します。

　　[ 得点 ] ＝ [ 評価点 ] × [ 加重 ]

80

2 業務遂行能力 15

3 見積金額

○各選定員の合計を総合点（満点５００点）とし、満点の７割以上、かつ、総合点が最も高い事業者を提案評価第１

位事業者として選定します。

評価項目

1 企画・提案力


